
風しんは、妊娠初期の女性が感染すると胎児にも感染し、先天性風しん症候群（生まれつき難聴、
心臓病、白内障などの障害がある病気）の赤ちゃんが生まれてくる可能性があります。下関市で
は、妊婦への感染を予防することを目的に、国の対策を拡充し、下記のとおり予防接種費用の助
成を行っています。ぜひご活用ください。

対象者

下関市に住民票があり、風しんの抗体価が低い方で、

下記の①～③のいずれかに該当する方

①妊娠を希望している女性

②風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者（パートナー）

③妊娠を希望し、風しんの抗体価が低い女性の配偶者（パートナー）

※②③の方は２人とも基準以下の場合、助成の対象となります

【注意】・抗体検査は、平成２６年４月以降に実施したものが有効です。

・抗体価の基準は、検査方法により異なります。

（HI 法であれば、８倍以下の方が対象です。ご不明な点は下記までお問合せください。）

・S37年 4月2日～S54年4月1日生まれの男性は、別の制度（風しん第５期定期接種）

の対象となりますので、この制度は利用できません。詳細は下記までご相談ください。

手続きに必要なもの

下関市風しん任意予防接種費用助成金交付申請書

本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

風しん抗体価の結果がわかる書類の写し

領収書 原本（予防接種の支払いがわかるもの）

口座番号のわかるもの

対象者②または③に該当する方は、女性の抗体価の

結果がわかる書類の写し

助成内容

風しんワクチンの場合、7,8８7円（税込）

麻しん風しん混合ワクチンの場合、11,484

円（税込）を上限とします。

過去にこの制度を利用したことがある方は対

象外です。（１人１回限り）

予防接種対象期間

令和６年４月１日～令和７年３月３１日まで

※助成申請は、令和７年３月３１日までに行ってください。

助成方法

医療機関で接種後、一旦支払いをしていただ

き、必要書類を揃えて健康推進課窓口(市役所

西棟３階A3窓口）にて費用助成の申請をして

ください。後日、口座振替にて助成金額を払い

戻しいたします。

【抗体価が不明な方へ】

下関市では、上記対象者（①～③）の方に対して、無料で風しん

の抗体検査を行っています。日程や時間に指定があり、予約制に

なっていますので、詳細につきましては、お問合せください。

抗体検査のお問い合わせ先 ☎（083）231-1530

妊娠を希望している女性、
妊婦の方は、まずご自身の
抗体価を確認し、基準以下
の場合、配偶者（ﾊﾟｰﾄﾅｰ）の
抗体価も確認してみてくだ
さい。

大人の風しん予防接種の
費用を助成します

下関市 保健部 健康推進課 ☎（０８３）２３１－２６６４
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